
経営会議 事業所間連絡会議 衛生委員会 広報委員会 ノーリフト推進委員会 入所検討委員会 給食委員会 運営会 感染症対策委員会 身体拘束適正化委員会 虐待防止委員会 事故防止委員会 褥瘡対策委員会 医療的ケア対策委員会 運営推進会議

法人本部 法人本部 法人本部 法人本部 法人本部 事業所 事業所 事業所 事業所 事業所 事業所 事業所 事業所 事業所 事業所

開催日 毎月第2・第4週で調整 毎月第３営業日 毎月第4水曜日
3・6・9・12月

第3水曜日
適宜開催

本部長 〇 〇 〇 〇 ○

事務長 〇（担） 〇（担） 〇（担） 〇 ○

事務責任者 〇（担）

開催日 毎月第2・第4週で調整 毎月第３営業日 毎月第4水曜日
3・6・9・12月

第3水曜日
適宜開催 3・6・9・12月 毎月第1水曜日 毎月第2木曜日

3・6・9・12月
第2木曜日

2・5・8・11月
第2木曜日

2・5・8・11月
第2木曜日

1・4・7・10月
第2木曜日

1・4・7・10月
第２木曜日

4・10月
（休会中）

施設長 〇 〇 〇 〇 ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

副施設長 〇 〇 〇 〇 ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

介護支援専門員 ○ 〇 △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

機能訓練指導員 〇 ○ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

管理栄養士 〇（担） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

特養相談援助部主任 〇 ○ 〇（担） 〇 〇（担） 〇 〇 〇（担） 〇 〇 〇

短期相談援助部主任 〇 ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇（担）

生活相談員 △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

看護部主任 〇 ○ ○ △ ○ 〇（担） ○ ○ 〇 〇（担） ○（担）

看護部 ○ ○ 〇 〇 〇 ○ 〇

介護部主任 〇 ○（担） 〇 〇 〇 〇 〇（担） 〇 〇 〇 〇

一階介護部A 〇 副主任 〇 〇 〇 〇 〇 〇

一階介護部E 〇 副主任 〇 〇 〇 〇 〇 〇

二階介護部B 〇 副主任 〇 〇 〇 〇 〇 〇

二階介護部C 〇 副主任 〇 〇 〇 〇 〇 〇

二階介護部D 〇 副主任 〇 〇 〇 〇 〇 〇

開催日 毎月第2・第4週で調整 毎月第３営業日 毎月第4水曜日
3・6・9・12月

第3水曜日
適宜開催 毎月第1水曜日 毎月第2月曜日

3・6・9・12月
第1金曜日

2・5・8・11月
第1金曜日

管理者 〇 〇 〇 〇 ○ 〇 〇 〇 〇

副管理者 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

デイサービス部主任 〇 〇 ○（担） 〇（担） 〇（担） 〇 〇（担）

デイサービス部副主任 〇 ○ △ 〇 〇 〇

デイサービス部 △ 〇 〇

デイサービス看護職員 〇 △ 〇（担） 〇

開催日 毎月第３営業日 毎月第4水曜日
3・6・9・12月

第3水曜日
第2月曜日 第2月曜日 第2月曜日

居宅管理者 〇 〇 〇 ○（担） ○（担） ○（担）

居宅介護支援専門員 〇 〇 〇

開催日 毎月第2・第4週で調整 毎月第３営業日 毎月第4水曜日
3・6・9・12月

第3水曜日
適宜開催 3・6・9・12月 毎月第1水曜日 毎月第２水曜日

3・6・9・12月
第２水曜日

2・5・8・11月
第２水曜日

2・5・8・11月
第２水曜日

3・6・9・12月
第２水曜日

1・4・7・10月
第２水曜日

2ヵ月に1回
偶数月

施設長 〇 〇 〇 〇 ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

統括長 〇 〇 〇 〇 ○ 〇 〇 〇（担） 〇 〇 〇 〇 〇 〇（担）

生活相談員 ○（担） 〇 △ 〇 〇 〇（担） 〇（担） 〇（担） 〇 〇

介護支援専門員 ○ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

機能訓練指導員 ○ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

管理栄養士 〇（担） 〇 〇 〇 〇 〇 〇

事務職員 〇

看護職員 リーダー △ リーダー 〇（担） 〇 〇 〇 〇（担）

一期の家ユニット リーダー △ リーダー 〇 〇 〇 〇 〇

一会の家ユニット リーダー △ リーダー 〇 〇 〇 〇 〇

一笑の家ユニット リーダー △ リーダー 〇 〇 〇 〇 〇

一福の家ユニット リーダー △ リーダー 〇 〇 〇 〇 〇

理事長
産業医
社会保険労務士

理事長
第３者委員２名

富士産業 配置医師

入居者代表
入居者家族代表
地域住民代表
市職員
有識者

令和５年度　社会福祉法人まこと　各種会議・委員会担当者一覧

名称

運営主体
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居
宅

※事業所主体の各種会議・委員会において、役職者は構成員となっていない場合でも参画・協働する。 共有→法人共通→各種委員会構成員一覧

寒
川
（
特
養
・
シ
ョ
ー
ト
）

※各種会議・委員会にそれぞれ運営担当者を配置するが、統括管理責任者は法人主体の場合は本部長、事業所主体の場合は各事業所の管理者とする。    　

※事業所主体で開催される各種会議・委員会においては、統括管理責任者が必要と判断した場合には、本部長・事務長に適宜参加を依頼することができる。

デ
イ

社会福祉法人まこと


